
 

 

 

 

 

 

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として以下の見直し、創設等が行われま

した。これらの改正は令和８年１月１日に施行され、令和７年中（１月１日～１２月３１日）の収入

に対して課税される令和８年度分の個人住民税（町・都民税）から適用されます。 

 

◆ 給与所得控除の見直し 

 給与収入金額が１９０万円以下の給与所得控除が引き上げられます。 

給与所得控除額 

給与収入 改正前 改正後 

１６２万５千円以下 ５５万円 ６５万円 

１６２万５千円超 １８０万円以下 給与等の収入金額×４０％－１０万円 ６５万円 

１８０万円超 １９０万円以下 給与等の収入金額×３０％＋８万円 ６５万円 

１９０万円超 改正なし 

 

◆ 家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について 

給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費

に算入する最低保障額が５５万円から６５万円に引き上げられます。 

 

◆ 各種扶養控除等にかかる所得要件の改正 

各種扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。 

扶養親族の区分 

所得要件※ 

（収入が給与のみの場合の収入金額） 

改正前 改正後 

扶養親族 

４８万円以下 

（１０３万円以下） 

５８万円以下 

（１２３万円以下） 

同一生計配偶者 

ひとり親の生計を一にする子の 

雑損控除の適用を認められる親族 

勤労学生の合計所得金額 
７５万円以下 

（１３０万円以下） 

８５万円以下 

（１５０万円以下） 

※合計所得金額（ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総

所得金額等の合計額）の要件をいいます。 

 

 

 

税制改正のお知らせ 



 

◆ 大学生年代の子等に関する特別控除（特定親族特別控除）の創設 

生計を一にする１９歳以上２３歳未満の親族のうち、合計所得金額が５８万円（改正後の所得

要件）を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。 

特定親族特別控除 

特定親族の合計所得金額 

（収入が給与のみの場合の収入金額） 
特定親族特別控除 

５８万円超 ９５万円以下 

（１２３万円超 １６０万円以下） 
４５万円 

  ９５万円超 １００万円以下 

（１６０万円超 １６５万円以下） 
４１万円 

１００万円超 １０５万円以下 

（１６５万円超 １７０万円以下） 
３１万円 

１０５万円超 １１０万円以下 

（１７０万円超 １７５万円以下） 
２１万円 

１１０万円超 １１５万円以下 

（１７５万円超 １８０万円以下） 
１１万円 

１１５万円超 １２０万円以下 

（１８０万円超 １８５万円以下） 
６万円 

１２０万円超 １２３万円以下 

（１８５万円超 １８８万円以下） 
３万円 

※あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が５８万円を超えるため税法上の扶養親

族には該当しません。 

 

◆ 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長 

令和７年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和

６年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、こ

の措置が令和７年中に入居した場合にも延長されました。 

次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。 

１．１９歳未満の扶養親族を有する世帯 

２．夫婦のいずれかが４０歳未満の世帯 

住宅ローン控除の借入限度額 

住宅区分 改正前：借入限度額 改正後：借入限度額 

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 ４，５００万円 ５，０００万円 

ＺＥＨ水準省エネ住宅 ３，５００万円 ４，５００万円 

省エネ住宅基準適合住宅 ３，０００万円 ４，０００万円 

また、合計所得金額１，０００万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を４０㎡に緩和す

る措置について、建築確認の期限が令和７年１２月３１日まで延長されました。 


